
平
成
二
十
八
年
二
月
十
五
日
提
出

質

問

第

一

二

九

号

諸
外
国
に
お
け
る
一
階
部
分
の
年
金
積
立
金
の
運
用
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

大

串

博

志
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諸
外
国
に
お
け
る
一
階
部
分
の
年
金
積
立
金
の
運
用
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書

現
在
、
国
民
の
老
後
所
得
保
障
を
担
う
公
的
年
金
の
積
立
金
は
、
約
半
分
が
国
内
外
の
株
式
に
投
資
さ
れ
て
い
る
。
最
近
の

株
式
市
場
の
株
価
下
落
に
よ
り
、
運
用
成
績
が
短
期
的
に
悪
化
す
る
の
み
な
ら
ず
、
財
政
見
通
し
よ
り
大
幅
に
年
金
積
立
金
が

減
少
す
る
こ
と
に
よ
り
将
来
の
給
付
水
準
が
悪
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
に
よ
る
と
、
年
金
制
度
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
絶
対
的
な
最
低
水
準
の
生
活
を

保
障
す
る
た
め
の
再
分
配
部
分
で
あ
る
「
第
一
層
部
分
（first−tier

）
」
と
、
現
役
時
代
に
比
較
し
て
一
定
レ
ベ
ル
の
生
活
水

準
を
維
持
す
る
た
め
の
貯
蓄
部
分
で
あ
る
「
第
二
層
部
分
（second−tier

）
」
等
に
分
類
さ
れ
て
い
る
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
「Pensions

at
a

G
lance

2015

」）
。
ま
た
、
第
一
層
部
分
に
つ
い
て
は
、
「
基
礎
的
（basic

）
制
度
」
、
「
最
低
額
保
障
（m

inim
um

）

制
度
」
、
「
資
力
調
査
付
（resource−tested

）
又
は
特
定
階
層
向
け
（targeted

）
制
度
」
に
分
類
さ
れ
、
我
が
国
は
完
全

な
定
額
給
付
又
は
就
業
・
居
住
年
数
に
よ
り
給
付
額
が
決
定
さ
れ
る
基
礎
的
制
度
を
採
る
国
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
加
盟
す
る
三
十
四
カ
国
の
う
ち
十
六
カ
国
が
公
的
年
金
制
度
に
係
る
年
金
積
立
金
を
有
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
の
各
国
の
年
金
制
度
に
つ
い
て
、
「
基
礎
的
制
度
」
、
「
最
低
額
保
障
制
度
」
、
「
資
力
調
査
付
又
は
特

一



定
階
層
向
け
制
度
」
ご
と
の
分
類
を
行
っ
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
第
一
層
部
分
の
制
度
に
お
い
て
積
立
金
を
有
し
て
い
る
国

名
を
挙
げ
ら
れ
た
い
。
ま
た
、
積
立
金
を
株
式
で
運
用
し
て
い
る
国
が
あ
れ
ば
、
国
名
及
び
株
式
の
運
用
比
率
を
そ
れ
ぞ
れ

挙
げ
ら
れ
た
い
。

二

我
が
国
に
お
い
て
は
、
財
政
見
通
し
よ
り
年
金
積
立
金
の
運
用
成
績
が
悪
化
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
年
金
の
給
付
水
準

に
影
響
す
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

一
で
挙
げ
た
各
国
に
つ
い
て
、
二
で
説
明
さ
れ
た
我
が
国
の
仕
組
み
と
同
様
に
、
年
金
積
立
金
の
運
用
成
績
の
悪
化
が
将

来
の
年
金
の
給
付
水
準
に
影
響
す
る
可
能
性
の
あ
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
国
名
を
挙
げ
ら
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


